
やまなしインバウンド上質ツアー認定申請及び助成金請求要領 
 

１． 事業の目的 

本事業は、インバウンド観光再開を契機とした誘客促進を図るため、グリーン・

ゾーン登録施設の利用や山梨県ならではの体験プランの提供等の認定基準を満たす

インバウンド旅行商品「やまなしインバウンド上質ツアー」（以下「ツアー」という。）

の実施を推進することを目的に、条件を満たすツアーの一部経費を助成するもので

す。 

 

２． ツアーの条件 

「やまなしインバウンド上質ツアー 認定基準」を満たす旅行商品であること 

 

３． 助成金対象者 

対象となるツアーを実施した旅行業法第３条又は第２３条の登録を受けた者 

   （「ツアーの実施主体」又は「海外の旅行会社と書面による契約によりツアー
手配を行う者」、いずれも日本国内に営業所を置く事業者に限ります。） 

 

４． 助成額 

宿泊を含めた１日当たり参加者１人１万円 

   （対象となる参加者は、外国人観光客に限る。） 
 

５． 認定申請及び助成金請求方法 

 （詳細は、別添「認定及び助成金交付の流れ」をご覧ください。） 

ホームページから様式をダウンロードし、下記提出先あてに添付書類とと

もに、郵送又はメールで提出してください 

（メール申請の場合は、添付書類を PDF にして提出してください） 
 
    HP：https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/inbound-sien.html 
 

 (1) 認定の申請(受付期間：令和５年４月１０日～令和５年１１月３０日) 

※旅行出発日の１５日前(土日を除く)までに事務局に提出してください。

※当日消印有効 

・ 認定申請書（様式第１号） 

※ 認定後、申請いただいた事業者名、様式第 1 号中の(1)、(3)の①を本事業

の実績として県ホームページで公表します。あらかじめご了承ください。 

・ 添付書類チェック及び誓約事項（様式第２号） 

・ 旅行計画書・行程表の写し（任意様式） 

  日時、飲食・宿泊施設、体験施設、交通機関等が確認できるもの 

・ ツアー経費見積書・契約書等の写し（ツアー料金が分かるもの） 

・ 旅行業法第３条又は第２３条の登録を受けていることが分かる書面の写し 

・ （現地の旅行業者から国内旅行の手配を請け負う事業者の場合）現地の旅行 



業者との契約関係が分かる書類の写し 

※ 認定・認定却下については、認定通知書（様式第３号）・認定却下通知書（様

式第４号）により事務局から通知します。 
 

 (2) 助成金の請求(受付期間：令和５年５月８日～令和６年１月１０日) 

※旅行が終了した日から１０日以内(土日を除く)に事務局に提出してく

ださい。※当日消印有効 

（令和５年１２月２６日以降に終了するツアーの場合、令和６年１月１０

日までに提出してください。） 

・ 実績報告書兼請求書（様式第５号） 

・ 添付書類チェック及び誓約事項（様式第２号） 

・ 最終行程表（請求者の証明印があるもの・任意様式） 

  日時、飲食・宿泊施設、体験施設、交通機関等が確認できるもの 

   ※最終行程表に、次の文言を記載し、会社印又は職員印を押印して証明し

てください。 

「令和○年○月○日 この行程表のとおり旅行を催行したことを証明し

ます。 会社名 代表者職･氏名 印」 

※必要に応じ、行程表の施設に事務局から確認する場合があります。 

・ ツアー参加者名簿（参加者全員の氏名、国籍が分かるもの・任意様式） 

・ 請求書など実際に要したツアー料金が分かるもの 

・ 宿泊証明書（様式第６号） ※宿泊施設ごとに提出してください。 

・ 振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し（通帳１ページ目の見開き部分） 

      ※振込先の口座は申請事業者本人（法人の場合は当該法人）の口座に限ります。 

 

 (3)提出先※(1)・(2)とも 

① 郵送の場合 〒400-0031 甲府市丸の内 2-16-4 丸栄ビル 4 階 

山梨県インバウンド受入支援事務局 

    ② メールの場合 yamanashi7ibtour@gmail.com 
 

６． その他留意事項 

・ 書類の記載、問い合わせ対応等を日本語により行うことができること。 

・ 検査・報告・是正のための措置の求めがあったときは、これに応じること。 

・ 山梨県暴力団排除条例第９条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者でないこと。なお、このことを確認するため必要な事項

を山梨県警察本部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。 

・ 山梨県に対する事業税等の滞納や賃料・使用料等の債務の支払いが滞ってい

ないこと。また、過去に国・都道府県・市町村等から支援を受け、不正等の

事故を起こしていないこと。 

・ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、支援事業の継続性について不確

実な状況が存在しないこと。 

・ 認定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は認定を取り消

すことがあるとともに、期限を定めて返金を命じること。助成金の返還を命



じたときは、この命令に係る助成金の受領日から納付日までの日数に応じ、

返還すべき助成金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１

年政令第３３７号）第２９条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で

計算した額（加算額）を県に納付しなければならないこと。また、助成金の

返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき助成金及び加算金の全部又は

一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、

その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計

算した額（延滞金）を支払うこと。 
 

７． 問い合わせ先(至急の場合を除き、メールでのお問い合わせをお願いします。) 

山梨県インバウンド受入支援事務局 

電話番号：055- 267-8011 FAX 番号：055- 267-8090 

受付時間：平日 午前１０時～１７時 

メール ：yamanashi7ibtour@gmail.com 

 


